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三鷹市自治基本条例要綱案
代表電話10422-45-1151

協
働
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た

市
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

三
鷹
市
自
治
基
本
条
例
要
綱
案
の
概
要

条
例
要
綱
案
は
、
条
例
に
盛
り
込
む
内
容
を
８
章
構
成
・
全
40
項
目
に
分
け
て
定
め
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
40
項
目
の
う
ち
、
主
な
規
定
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
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【
前
文
】

私
た
ち
三
鷹
市
民
は
、
世
界
平
和

へ
の
寄
与
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、

協
働
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た

市
民
自
治
を
確
か
な
も
の
と
し
て
築

き
上
げ
、
日
本
国
憲
法
に
掲
げ
る
地

方
自
治
の
本
旨
を
実
現
す
る
た
め

に
、
三
鷹
市
の
最
高
規
範
と
し
て
、

こ
こ
に
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

【
第
１
章
　
総
則
】

（
条
例
の
目
的
）
こ
の
条
例
は
、
三

鷹
市
の
自
治
の
基
本
理
念
と
基
本
原

則
及
び
自
治
機
構
と
自
治
運
営
の
基

本
的
な
仕
組
み
を
定
め
、
市
民
の
信

託
に
基
づ
く
自
治
の
内
容
と
責
任
の

所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

市
民
自
治
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 三

鷹
市
自
治
基
本
条
例

要
綱
案
の
主
な
内
容

（
最
高
規
範
性
等
）
こ
の
条
例
は
、

市
政
運
営
に
お
け
る
最
高
規
範
で
あ

り
、
市
は
、
他
の
条
例
、
規
則
等
の

制
定
並
び
に
法
令
、
条
例
、
規
則
等

の
解
釈
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、

こ
の
条
例
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
こ
の

条
例
と
の
整
合
性
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

解
説

市
が
定
め
る
条
例
・
規
則

の
み
な
ら
ず
、
分
権
改
革
で
拡
充

さ
れ
た
「
自
治
解
釈
権
」
の
視
点

か
ら
、
国
が
定
め
る
法
令
の
解
釈

及
び
運
用
に
当
た
っ
て
も
自
治
基

本
条
例
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

【
第
２
章
　
市
民
と
市
民
自
治
】

（
市
政
に
お
け
る
市
民
の
権
利
、
責

務
等
）
市
民
は
、
市
政
の
主
権
者
で

あ
り
、
市
政
に
参
加
す
る
権
利
を
有

す
る
。

○
市
民
は
、
市
政
情
報
に
関
し
、
知

る
権
利
を
有
す
る
と
と
も
に
、
自
己

に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
及
び
適
正

な
措
置
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す

る
。解

説

情
報
公
開
条
例
及
び
個
人

情
報
保
護
条
例
で
保
障
す
る
、「
知

る
権
利
」
や
個
人
情
報
の
開
示
請

求
権
な
ど
を
市
民
の
有
す
る
権
利

と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

【
第
３
章
　
議
事
機
関
】

（
議
会
の
役
割
、
責
務
等
）
議
会
は
、

市
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
信
託
を
受

け
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議

事
機
関
で
あ
り
、
市
民
の
信
託
に
応

え
る
た
め
、
事
案
の
決
定
、
市
政
の

監
視
及
び
評
価
を
行
う
。

（
議
会
の
立
法
活
動
、調
査
活
動
等
）

議
会
は
、
独
自
の
政
策
提
言
と
政
策

立
案
の
強
化
を
図
る
た
め
、
市
民
、

学
識
者
等
の
参
加
と
協
力
を
得
て
、

立
法
活
動
、
調
査
活
動
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

【
第
４
章
　
執
行
機
関
】

（
市
長
の
責
務
）
市
長
は
、
そ
の
地

位
が
市
民
の
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
市
政
の
代
表
者

と
し
て
市
民
の
信
託
に
応
え
、
市
民

自
治
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
公

正
か
つ
誠
実
に
市
政
の
運
営
に
当
た

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
佐
職
の
設
置
等
）
市
長
は
、
自

治
法
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る
助

役
に
つ
い
て
、
そ
の
職
が
市
長
を
補

佐
し
、
代
理
す
る
職
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
す
る
た
め
に
、
助
役
の
呼
称

を
副
市
長
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
第
５
章
　
市
政
運
営
】

（
市
の
率
先
行
動
の
基
本
原
則
）

市
は
、
国
際
規
約
等
で
確
認
さ
れ
て

い
る
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等
及

び
持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
た

め
に
、
市
の
役
割
と
責
任
を
明
確
に

し
、
率
先
し
て
行
動
す
る
。

解
説

女
性
、
子
ど
も
、
障
害
者

な
ど
の
権
利
拡
充
や
環
境
問
題
へ

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
世
界
人

権
宣
言
な
ど
の
国
際
規
約
な
ど
に

も
と
づ
き
、
市
は
、
率
先
し
て
取

り
組
み
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い

ま
す
。

（
基
本
構
想
、
基
本
計
画
の
位
置
付

け
等
）
市
は
、
総
合
的
、
計
画
的
か

つ
戦
略
的
な
行
政
運
営
を
行
う
た
め

に
、
市
の
最
高
計
画
と
し
て
市
議
会

の
議
決
を
経
て
基
本
構
想
を
定
め
る

と
と
も
に
、
基
本
構
想
の
実
現
を
図

る
た
め
に
、
基
本
計
画
を
策
定
す

る
。

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
市
は
、

重
要
な
条
例
、
計
画
等
の
策
定
に
当

た
り
、
事
前
に
案
を
公
表
し
、
市
民

の
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
提

出
さ
れ
た
市
民
の
意
見
に
対
す
る
市

長
等
の
考
え
方
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
法
令
順
守
、
公
益
通
報
）
任
命
権

者
は
、
職
員
が
、
市
の
違
法
又
は
不

当
な
事
態
を
是
正
す
る
た
め
に
正
当

な
通
報
を
し
た
場
合
、
他
の
法
令
又

は
条
例
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、

当
該
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
当

該
職
員
に
不
利
益
と
な
る
措
置
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

○
市
は
、
上
記
の
通
報
機
関
と
し
て
、

総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
そ
の
通
報
の

受
付
、
調
査
、
報
告
等
の
事
務
を
委

ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
治
体
経
営
）
市
長
等
は
、
事
業

の
実
施
に
当
た
り
、
最
少
の
経
費
で

最
大
の
効
果
を
上
げ
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
顧
客
志
向
か
つ
成
果
志

向
の
自
治
体
経
営
を
推
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
及
び
監
査
）
市
長
等
は
、
効

果
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
運
営
を
図

る
た
め
、
適
切
な
目
標
設
定
に
基
づ

く
行
政
評
価
を
実
施
し
、
評
価
結
果

を
施
策
等
へ
速
や
か
に
反
映
さ
せ
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
行
政
評
価

に
関
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す
く
市

民
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
第
６
章
　
参
加
及
び
協
働
】

（
計
画
の
策
定
過
程
等
）
市
は
、
基

本
構
想
、
基
本
計
画
及
び
そ
の
他
の

重
要
な
個
別
計
画
の
策
定
に
当
た
っ

て
は
、
市
民
の
多
様
な
参
加
を
保
障

す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
検
討
に
必

要
な
情
報
を
取
り
ま
と
め
た
資
料
集

等
の
作
成
を
行
う
。

解
説
「
資
料
集
等
」
に
は
、
こ
れ

ま
で
市
が
基
本
計
画
の
策
定
時
に

作
成
し
て
き
た
「
論
点
デ
ー
タ
集
」

や
「
基
礎
用
語
事
典
」
な
ど
が
含

ま
れ
ま
す
。

（
市
民
会
議
等
の
設
置
及
び
運
営
）

市
長
等
は
、
市
民
会
議
等
を
設
置
す

る
と
き
は
、
設
置
目
的
等
に
応
じ
て

委
員
の
公
募
を
行
う
と
と
も
に
、
委

員
の
男
女
の
比
率
、
年
齢
構
成
及
び

選
出
区
分
が
著
し
く
不
均
衡
に
な
ら

な
い
よ
う
に
留
意
し
、
同
一
の
委
員

が
著
し
く
長
期
に
わ
た
っ
て
就
任
す

る
こ
と
及
び
同
時
期
に
多
数
の
市
民

会
議
等
の
委
員
に
就
任
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
努
め
る
。

○
市
長
等
は
、
市
民
会
議
等
の
会
議

を
、
法
令
、
条
例
等
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
原
則
的
に
公

開
す
る
。

（
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
）
市
長
等
は
、

市
、
市
民
、
事
業
者
等
の
多
様
な
主

体
が
相
互
に
連
携
・
協
力
し
、
ま
ち

づ
く
り
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
担

い
手
と
な
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
に
、
市
民
協
働
セ
ン

タ
ー
の
環
境
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
必
要
な
支
援
を
行
う
。

○
市
民
及
び
市
長
等
は
、
計
画
の
策

定
及
び
実
施
の
過
程
に
お
い
て
、
市

民
参
加
の
実
効
性
を
確
保
し
、
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

に
、
市
民
及
び
市
長
等
の
双
方
の
役

割
、
責
務
等
を
定
め
た
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
推
進
に
関
す
る
協
定
を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
説

基
本
構
想
・
基
本
計
画
の

策
定
時
に
、「
21
会
議
」
と
市
で

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
を
締

結
し
た
実
績
が
あ
り
ま
す
が
、
今

後
、
様
々
な
ま
ち
づ
く
り
の
分
野

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を

締
結
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型

の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

（
住
民
投
票
）
年
齢
満
18
年
以
上
の

日
本
国
籍
を
有
す
る
者
又
は
年
齢
満

18
年
以
上
の
永
住
外
国
人
で
、
引
き

続
き
３
月
以
上
市
に
住
所
を
有
す
る

も
の
は
、
市
政
の
重
要
事
項
に
つ
い

て
、
そ
の
総
数
の
五
十
分
の
一
以
上

の
者
の
連
署
を
も
っ
て
、
条
例
案
を

添
え
、
そ
の
代
表
者
か
ら
市
長
に
対

し
て
住
民
投
票
の
実
施
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
市
長
選
挙
に
立
候
補
す
る
者
等
）

市
長
選
挙
に
立
候
補
す
る
者
は
、
選

挙
公
約
と
し
て
掲
げ
る
政
策
等
に
つ

い
て
、
そ
の
目
標
値
、
達
成
時
期
等

を
具
体
的
に
提
示
す
る
よ
う
に
努
め

る
。

【
第
７
章
　
政
府
間
関
係
】

（
国
、
東
京
都
等
と
の
政
府
間
関
係

の
改
革
）
市
は
、
基
礎
自
治
体
で
あ

る
市
町
村
優
先
の
原
則
に
基
づ
き
、

国
、
東
京
都
等
と
の
適
切
な
政
府
間

関
係
の
確
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
国

等
に
対
し
て
、
制
度
、
政
策
等
の
改

善
に
向
け
た
取
り
組
み
を
積
極
的
に

行
う
と
と
も
に
、
関
係
団
体
、
市
民

等
と
連
携
協
力
し
、
自
治
基
盤
の
強

化
に
努
め
る
。

【
第
８
章
　
雑
則
】

（
附
則
）
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

自治基本条例制定に向けた
これまでの取り組み

あなたのご意見をお聞かせください
条例要綱案は、市のホームページに全文を掲載し、また市政資
料室や各市政窓口でも配布しています。図書館、各コミュニティ
センターでも閲覧できます。さらに、まちづくり研究所第２分科
会の報告書や「みたかの自治基本条例を考えるフォーラム」の講
演録も、各窓口で同様の取り扱いをしています。
ぜひ、条例要綱案に対するご意見、ご感想を、ファクス・Ｅメ
ールなどでお寄せください。

三鷹市自治基本条例要綱案について「まちづくり懇談会」を開催します
7月29日（木）午後7時から、三鷹産業プラザ7階701会議室で。

（会場140－9669）
条例要綱案の説明を行い、ご意見・ご質問をお受けします。
s当日、直接会場へ。

～市民グループへ職員を派遣し、条例要綱案のご説明をします～
５人以上の市民グループなどのご要望があれば、担当職員を派
遣して、条例要綱案の説明を行います。ご希望の日時などについ
て、ご相談ください。

e企画経営室行政評価担当1内線2150・2151548―1419
Ｅメール：kikaku@city.mitaka.tokyo.jp

平成12年10月
自治基本条例の制定を市民から提案される
基本構想・第３次基本計画の策定に向け、「みたか市民プラン21会議」か
ら提言書が安田養次郎市長（当時）に提出され、その中で、自治基本条例
の制定が、参考試案も添付されて提案された。

▼
平成13年11月
自治基本条例の制定が計画に掲げられる
「自治基本条例等の検討・制定」を主要事業とした第３次基本計画が確定する。

▼
平成14年10月
まちづくり研究所第2分科会
が発足
国の地方分権推進委員会委員も務めた
西尾勝国際基督教大学教授を座長とし
て、他の学識研究員２人、公募委員２
人を含む市民研究員８人の計11人で第２分科会がスタートする。

▼
平成14年11月～平成15年10月
市民の傍聴のもと第2分科会
の検討が進められる
第２分科会は、２回目から事前に開催
日程を広報みたかや三鷹市ホームペー
ジで公表し、広く市民への傍聴を呼び
かけた。学生や市外からの傍聴者も多数参加する。また、検討内容につい
ても、毎回、議事録要旨を作成し、発言者名入りの議事録を三鷹市ホーム
ページで公開。さらに、希望する市民が研究員の前で「私が望む自治基本
条例」について発表する機会も設けられる。分科会は、平成15年の10月ま
でに12回開催し、しばしば議論は白熱した。

▼
平成15年11月
第2分科会報告書が提出される
西尾勝座長から清原市長へ、分科会報告書「三
鷹市自治基本条例について」が手渡される。報
告書では、三鷹市自治基本条例に定める内容に
ついて、６章構成で約50項目について提案さ
れている。 ▼
平成16年１月
フォーラムを開催する
第２分科会報告書の内容を広く市民のみ
なさんに伝えるために、「みたかの自治
基本条例を考えるフォーラム」を開催す
る。小雪がちらつく天候にもかかわらず
約160人が参加。西尾勝座長の基調講演
とともに、第２分科会研究員より提言内
容が紹介され、参加者との活発な質疑も
行われる。

▼
平成16年7月
条例要綱案を公表
市は、第２分科会の提言や、フォーラムなどを通して寄せられた市民のご
意見などをふまえ、自治基本条例について広く検討を進めるための「三鷹
市自治基本条例要綱案」を公表する。

◆条例素案を公表
条例要綱案についていただいた各方面のご意見を検討・反映させ、「三鷹
市自治基本条例素案」を作成・公表します。この条例素案についても、広
報みたか・三鷹市ホームページでお知らせし、「まちづくり懇談会」を開
催するなどさらに市民参加を進めます。

▼
◆条例案の議会上程
条例素案にお寄せいただいたご意見をふまえて、議会に提案する三鷹市自
治基本条例案（議案）を確定します。今年度中に議会へ上程できるよう取
り組みを進めます。

▼
三鷹市自治基本条例の制定

今後の予定


